
議案第４４号 
 
 
 

令和３年度中央市一般会計補正予算（第４号） 

 
 
 令和３年度中央市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１１９，７４７千円を追加し、歳入歳 
 
出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５，６１４，０３５千円とする。 

 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
（継続費の補正） 

 
第２条 継続費の追加及び変更は、「第２表 継続費補正」による。 
 
（地方債の補正） 

 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 
 















第２表 継続費補正 
 
１ 追 加 

款 項 事 業 名 
総 額 

（千円） 
年 度 

年割額 

（千円） 

２ 総 務 費 1 総務管理費 文 書 法 制 費 2,420 
令和3年度 1,430 

令和4年度 990 

 

２ 変 更 

款 項 事業名 

補 正 前 補 正 後 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

10 

教育費 

 

２ 

小学校費 

 

リニア建

設に伴う

田富北小

学校移転

整備事業 

496,000 

平
成
30
年
度 

285,000 

2,041,940 

平
成
30
年
度 

285,000 

令
和
元
年
度 

55,500 

令
和
元
年
度 

55,500 

令
和
２
年
度 

55,500 

令
和
２
年
度 

55,500 

令
和
３
年
度 

55,500 

令
和
３
年
度 

643,000 

令
和
４
年
度 

44,500 

令
和
４
年
度 

657,700 

令
和
５
年
度 

0 

令
和
５
年
度 

345,240 

 



第３表 地方債補正 
 
１ 追 加 

 
 
２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

合併特例事業債 661,200 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

629,800 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

臨時財政対策債 735,000 632,627 

 

 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債の 

方  法 
利  率 償 還 の 方 法 

市町村振興資金 121,900 

普通貸借 

5.0％以内(ただし、利率

見直し方式で借り入れる資

金について、利率の見直し

を行った後においては、当

該見直し後の利率) 

政府資金については、その

融資条件により、銀行その他

の場合には、その債権者と協

議する。 

ただし、財政その他の都合

により、据置期間及び償還期

間を短縮し、若しくは、繰上

償還又は低利に借換えするこ

とができる。 

合  計 121,900 



議案第４５号 

 
 
 

令和３年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和３年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，０７６千円を減額し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ３，１９３，２９２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４６号 

 
 
 

令和３年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和３年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ３１３，２３６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４７号 

 
 
 

令和３年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和３年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０，４７７千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２，１４２，０６８千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４８号 

 

令和３年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和３年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和３年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２４７，５８４千円   ３，２８０千円  ２５０，８６４千円 

  第２項 営業外収益     ２０７，１４３千円   ３，２８０千円  ２１０，４２３千円 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

 第１款 農業集落排水事業費用 ２４７，５８４千円   ３，２８０千円  ２５０，８６４千円 

  第１項 営業費用     ２２３，７４４千円   ３，２８０千円  ２２７，０２４千円 

 
 （資本的支出の補正） 

第３条 予算第４条中「３３，０２４千円」を「３３，５２４千円」に改め、資本的支出の予定額を

次のとおり補正する。 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出      １４２，７７９千円     ５００千円  １４３，２７９千円 

  第１項 建設改良費       ２，５００千円     ５００千円    ３，０００千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費      １１，７４７千円     ２５０千円   １１，９９７千円 

 

 



 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「１４３，６１０千円」を「１４６，８９０千円」に改める。 



議案第４９号 

 

令和３年度中央市上水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和３年度中央市上水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和３年度中央市上水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 水道事業収益     ２８８，９３７千円   ２，７５０千円  ２９１，６８７千円 

  第１項 営業収益     ２６８，０４７千円   ２，７５０千円  ２７０，７９７千円 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

 第１款 水道事業費用     ２６７，７０８千円   ３，３２０千円  ２７１，０２８千円 

  第１項 営業費用     ２４０，６５０千円   ３，３２０千円  ２４３，９７０千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費      ２６，２６１千円     ５７０千円   ２６，８３１千円 

 


